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証
は
、
□本 

国
保
年
金
課
ま
た
は
□松 

住
民
福
祉

課
へ
返
却
す
る
か
、
返
却
で
き
な
い
場
合
に

は
各
自
で
責
任
を
持
っ
て
破
棄
し
て
く
だ
さ

い
。

○
国
民
健
康
保
険
税
は

　
　
　
　
　
　
き
ち
ん
と
納
め
ま
し
ょ
う

・
国
民
健
康
保
険
税
は
、
加
入
者
の
皆
さ
ん

の
医
療
費
を
ま
か
な
う
た
め
の
大
切
な
財
源

で
す
。

・
国
民
健
康
保
険
税
を
滞
納
す
る
と
、
有
効

期
限
の
短
い
「
短
期
被
保
険
者
証
」
が
交
付

さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

・
災
害
そ
の
他
特
別
の
事
情
が
な
い
の
に
国

民
健
康
保
険
税
を
1
年
以
上
滞
納
し
て
い
る

人
に
は
、
保
険
証
の
代
わ
り
に
「
国
民
健
康

保
険
被
保
険
者
資
格
証
明
書
」
を
交
付
し
ま

す
。
「
資
格
証
明
書
」
を
交
付
さ
れ
た
人
が

診
療
を
受
け
る
場
合
は
、
医
療
機
関
に
医
療

費
の
全
額
を
支
払
い
、
あ
と
で
申
請
に
よ
り

保
険
給
付（
７
割
か
ら
８
割
）を
受
け
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

・
国
民
健
康
保
険
税
は
納
期
ま
で
に
納
め
る

よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

○
国
民
健
康
保
険
証
の
有
効
期
限

　
　
生
年
月
日

昭
和
20
年
10
月
2
日

〜
昭
和
21
年
9
月
30

日
生
ま
れ
の
人

昭
和
21
年
10
月
1
日

以
降
生
ま
れ
の
人
 

問
合
せ
▼

□本 

国
保
年
金
課
国
保
係

（
☎
内
線
1
1
1
3
）

□松 

住
民
福
祉
課
税
務
保
険
係

（
☎
内
線
2
1
6
0
）

安
中
市
学
生
等
応
援
給
付
金

　
　
　
　
　給
付
事
業
の
ご
案
内

　
市
で
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

拡
大
の
影
響
に
よ
り
修
学
を
諦
め
る
こ
と
の

な
い
よ
う
、
学
生
を
対
象
に
「
学
び
の
継

続
」
の
た
め
、
給
付
金
を
給
付
し
修
学
支
援

を
行
い
ま
す
。

対
象
者
▼
平
成
２
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
16

年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
人
で
、
令
和

２
年
４
月
27
日（
以
下
「
基
準
日
」
と
い
う
）

に
お
い
て
学
校
教
育
法
に
基
づ
く
高
等
学

校
、
大
学
な
ど
に
在
籍
し
、
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
学
生

●
基
準
日
に
お
い
て
、
市
の
住
民
基
本
台
帳

に
記
録
さ
れ
て
い
る
人
の
所
得
税
法
ま
た
は

地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
控
除
対
象
扶
養
親

族
と
な
っ
て
い
る
学
生

●
基
準
日
に
お
い
て
、
市
の
住
民
基
本
台
帳

に
記
録
さ
れ
て
い
る
人
が
加
入
し
て
い
る
健

康
保
険
の
被
扶
養
者
と
な
っ
て
い
る
学
生
、

ま
た
は
国
民
健
康
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
修

学
中
の
被
保
険
者
の
特
例
に
該
当
す
る
学
生

※
高
校
1
年
生
は
、
子
育
て
世
帯
臨
時
特
別

給
付
金
事
業
お
よ
び
安
中
市
子
育
て
世
帯
臨

時
特
別
給
付
金
事
業
の
対
象
と
な
っ
て
い
る

た
め
、
本
事
業
の
対
象
外
で
す
。

国
民
健
康
保
険
か
ら
の
お
知
ら
せ

国
民
健
康
保
険
証
を

　
　
　
　
　
　
　更
新
し
ま
す

○
新
し
い
保
険
証
を
９
月
下
旬
に
、
世
帯
主

あ
て
に
郵
送
し
ま
す

・
世
帯
員
全
員
分
を
同
封
し
て
お
送
り
し
ま

す
。

・
保
険
証
が
届
い
た
ら
、
す
ぐ
に
内
容
を
確

認
し
て
く
だ
さ
い
。

・
記
載
内
容
に
誤
り
が
あ
る
場
合
は
、
□本 

国

保
年
金
課
国
保
係
ま
た
は
□松 

住
民
福
祉
課
税

務
保
険
係
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

・
保
険
証
の
有
効
期
限
は
、
生
年
月
日
に

よ
っ
て
下
表
の
と
お
り
と
な
り
ま
す（
国
民

健
康
保
険
税
に
滞
納
が
あ
る
世
帯
を
除

く
）。

○
簡
易
書
留
郵
便
で
の
送
付
を
希
望
す
る
人

は
次
の
期
間
中
に
届
出
を
お
願
い
し
ま
す

【
受
付
期
間
】
9
月
１
日（
火
）〜
7
日（
月
）

午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5
時
15
分

【
受
付
場
所
】
□本 

国
保
年
金
課
国
保
係
・
□松 

住
民
福
祉
課
税
務
保
険
係

【
持
参
す
る
も
の
】
保
険
証
・
は
ん
こ

○
現
在
お
持
ち
の
国
民
健
康
保
険
証
に
つ
い

て・
現
在
お
持
ち
の
国
民
健
康
保
険
証
は
9
月

30
日
で
有
効
期
限
切
れ
に
な
り
、
使
う
こ
と

が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
期
限
切
れ
の
保
険
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合　計

女 
279

64
343

男 
256

34
290

女    
22,135

6,428
28,563

男    
21,641

6,176
27,817

合　計 57,013人　世帯数 24,749   （令和2年7月末日現在）

令和2年国勢調査を実施します
　令和2年10月1日を基準日として「令和2年国勢調査」を全国一斉に実施します。

　国勢調査は、日本に住むすべての人を対象とする国の最も重要な統計調査で、「統計法」という法律に基

づき実施し、回答すること（報告義務）が定められています。

　人口や世帯の実態を明らかにするため、大正9年から5年ごとに実施し、今回の調査は第1回調査から数え

て100年目の節目を迎えます。

●調査結果は、少子・高齢化関連施策、医療・福祉施策や雇用対策など、各種行政施策の基礎資料となるほ

か、災害時に必要な物資を備えたり、コンビニの出店計画など、生活の身近なところにも役立てられます。

●パソコン・タブレット・スマートフォンから回答（オンライン回答）ができます。24時間いつでも回答する

ことができるインターネット

による回答を推奨していま

す。また、紙の調査票での回

答も可能です。郵送または調

査員への提出にて回答してください。

●9月初旬から国勢調査員が各世帯を訪問し、調査票を配布します。

　国勢調査員は、調査を実施する総務大臣が任命した非常勤の国家公務員として調査活動にあたります。国

勢調査の調査区と行政区は異なるため、お住まいの行政区とは異なる行政区の人が調査員となり訪問する場

合もあります。

●新型コロナウイルス感染症対策として、下記のとおり対面接触を可能な限り避ける方法で実施されます。

　・従来は対面で行っていた調査の説明を、インターホン越しやドア越しで実施

　・インターネット回答、または紙の調査票の郵送による提出の推奨

●回答期間
　・オンラインの回答
　　9月14日（月）～10月7日（水）
　・郵送による回答または調査員への手渡し
　　10月1日（木）～10月7日（水）
問合せ▼□本 企画課情報政策係（☎内線1023・1024）

　　　　群馬県総務部統計課（☎027－226－2406）

国勢調査については、国勢調査2020総合サイトにも掲載されています。（https://www.kokusei2020.go.jp/）

右記の二次元コードから閲覧できます。

新型コロナウイルス対策支援策
　新型コロナウイルス感染拡大によって、本市の
経済や市民生活は大きな影響を受けています。
　その現状を鑑み、市民の皆
さんの生活を守るために、さ
まざまな支援策に取り組んで
います。最新情報は市ホーム
ページでご覧いただくか、お
問合せください。

　
　
有
効
期
限

75
歳
の
誕
生
日
の
前

日※
誕
生
日
か
ら
後
期

高
齢
者
医
療
制
度

令
和
3
年
9
月
30
日

※
特
別
支
援
学
校
高
等
部
、
イ
ン
タ
ー
ナ

シ
ョ
ナ
ル
ス
ク
ー
ル
な
ど
の
高
校
相
当
課
程

は
高
等
学
校
に
、
大
学
院
、
短
期
大
学
、
各

種
学
校（
予
備
校
を
含
む
）は
大
学
な
ど
に
該

当
し
ま
す
。

給
付
額
▼

高
校
相
当
課
程
に
在
籍
す
る
学
生
は
、
１
人

に
つ
き
１
０
，
０
０
０
円

大
学
相
当
課
程
に
在
籍
す
る
学
生
は
、
１
人

に
つ
き
３
０
，
０
０
０
円

申
請
者
▼
基
準
日
に
お
い
て
、
市
の
住
民
基

本
台
帳
に
記
録
さ
れ
て
い
る
人
で
対
象
者
を

扶
養
し
て
い
る
人

申
請
期
間
▼
９
月
15
日（
火
）か
ら
令
和
３
年

３
月
１
日（
月
）（
消
印
有
効
）

申
請
は
郵
送
で
お
願
い
し
ま
す

提
出
書
類
▼
申
請
書
、
申
請
者
の
本
人
確
認

書
類
、
申
請
者
名
義
ま
た
は
申
請
者
が
指
定

し
た
対
象
者（
学
生
）本
人
名
義
の
振
込
先
の

口
座
情
報
が
確
認
で
き
る
通
帳
な
ど
の
写

し
、
対
象
者（
学
生
）の
在
学
証
明
書
の
原
本

ま
た
は
学
生
証
の
写
し
、
対
象
者（
学
生
）の

健
康
保
険
証
の
写
し

◎
申
請
書
、
必
要
書
類
な
ど
の
詳
細
は
、

「
お
し
ら
せ
版
あ
ん
な
か
９
月
15
日
号
」
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
▼

□松 

生
涯
学
習
課

（
☎
３
９
３

－

７
０
７
７
）


